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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料中の検体の比濁分析決定を行う方法であって、該試料は測定セル内に配置し、前記
方法は、
　ａ．少なくとも１つの光学ユニットを含む比濁分析システム内に測定セルを配置する工
程であって、該光学ユニットは、光ビームを放出するための少なくとも１つの光源と、測
定セルを通過した後の光ビームの非散乱部分を遮蔽するためのストッパーと、測定セルを
通過した後の光ビームの散乱部分を受けるための光検出器とを含む工程と、
　ｂ．光源によって放出される光ビームがルートに沿って測定セルを通過するように、測
定セルを移動させる、および／または光学ユニットを移動させる工程と、
　ｃ．光源によって放出される光ビームが測定セルを通って進むルートに沿って、光検出
器によって受信される光強度信号を記録する工程と、
　ｄ．測定セルを通過した後の光ビームの散乱部分から生じる光強度信号のみを含む、記
録された光強度信号の間隔Ｉの位置を決定する工程であって、ここで、間隔Ｉのサイズは
、既定の数の光強度信号によって定まり、採用される比濁分析システムに関する所定のパ
ラメータである工程と、
　ｅ．１つの光強度信号に基づいて、または記録された光強度信号の間隔Ｉからの複数の
光強度信号に関する平均値に基づいて検体を決定する工程と
を含み、
　記録された光強度信号の間隔Ｉの位置は、
　ルートに沿って記録された光強度信号の第１および第２の導関数ｆ’（ｘ）およびｆ’
’（ｘ）を生成し、
　条件ｆ’（ｘ）＜０およびｆ’’（ｘ）＝０で、ルートに沿って第１の位置Ｆｆを決定
し、
　条件ｆ’（ｘ）＞０およびｆ’’（ｘ）＝０で、ルートに沿って第２の位置Ｆｓを決定
し、
　式Ｍ＝Ｆｓ＋（Ｆｓ－Ｆｆ）／２を適用することによって、ルートに沿って第３の位置
Ｍを決定し、
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　位置Ｍが間隔Ｉの中心を成すように間隔Ｉを位置決めする
ことで、ルートに沿って記録された光強度信号が評価されることによって確立される
ことを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　方法工程ｂ）～ｄ）はｎ回繰り返され、工程ｅ）での検体の決定は、ｎ＋１個の間隔Ｉ
からのそれぞれ１つの光強度信号の平均値に基づいて、または記録された光強度信号のｎ
＋１個の間隔Ｉからの複数の光強度信号のｎ＋１個の平均値からの平均値に基づいて実施
される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　方法工程ｂ）～ｄ）はｎ回繰り返され、工程ｅ）での検体の決定は、時間にわたる、ｎ
＋１個の間隔Ｉからのそれぞれ１つの光強度信号の変化に基づいて、または記録された光
強度信号のｎ＋１個の間隔Ｉからの複数の光強度信号の平均値の変化に基づいて実施され
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも１つの光学ユニットを含む比濁分析システムであって、該光学ユニットは、
光ビームを放出するための少なくとも１つの光源と、測定セル用の少なくとも１つのレセ
プタクル位置と、レセプタクル位置内に配置された測定セルを通過した後の光ビームの非
散乱部分を遮蔽するためのストップと、測定セルを通過した後の光ビームの散乱部分を受
信するための光検出器とを含み、ここで、一方としての光源、ストップ、および光検出器
と、他方としてのレセプタクル位置とは、互いに対して可動であり、前記比濁分析システ
ムはさらに制御装置を有し、該制御装置は、
　ｉ．光源によって放出される光ビームがルートに沿って測定セルを通過するように、測
定セルを移動させる、および／または光学ユニットを移動させる方法工程と、
　ｉｉ．光源によって放出される光ビームが測定セルを通って進むルートに沿って、光検
出器によって受信される光強度信号を記録する方法工程と、
　ｉｉｉ．測定セルを通過した後の光ビームの散乱部分から生じる光強度信号のみを含む
、記録された光強度信号の間隔Ｉの位置を決定する方法工程であって、ここで、間隔Ｉの
サイズは、既定の数の光強度信号によって定まり、採用される比濁分析システムに関する
所定のパラメータである方法工程と、
　ｉｖ．１つの光強度信号に基づいて、または記録された光強度信号の間隔Ｉからの複数
の光強度信号に関する平均値に基づいて検体を決定する方法工程と
を含む方法を制御し、
　ここで、記録された光強度信号の間隔Ｉの位置は、
　ルートに沿って記録された光強度信号の第１および第２の導関数ｆ’（ｘ）およびｆ’
’（ｘ）を生成し、
　条件ｆ’（ｘ）＜０およびｆ’’（ｘ）＝０で、ルートに沿って第１の位置Ｆｆを決定
し、
　条件ｆ’（ｘ）＞０およびｆ’’（ｘ）＝０で、ルートに沿って第２の位置Ｆｓを決定
し、
　式Ｍ＝Ｆｓ＋（Ｆｓ－Ｆｆ）／２を適用することによって、ルートに沿って第３の位置
Ｍを決定し、
　位置Ｍが間隔Ｉの中心を成すように間隔Ｉを位置決めする
ことで、ルートに沿って記録された光強度信号が評価されることによって確立される
ことを特徴とする前記比濁分析システム。
【請求項５】
　それぞれ１つの測定セル用の少なくとも２個、好ましくは少なくとも１６個、特に好ま
しくは少なくとも３２個のレセプタクル位置を含む請求項４に記載の比濁分析システム。
【請求項６】
　それぞれ１つの測定セル用の少なくとも２個のレセプタクル位置は、円形経路に沿って
配置される請求項５に記載の比濁分析システム。
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【請求項７】
　光源、ストップ、および光検出器は、測定セル用の少なくとも１つのレセプタクル位置
に対して円形経路に沿って可動である請求項４～６のいずれか１項に記載の比濁分析シス
テム。
【請求項８】
　測定セル用の少なくとも１つのレセプタクル位置は、光源、ストップ、および光検出器
に対して可動である請求項４～６のいずれか１項に記載の比濁分析システム。
【請求項９】
　少なくとも１つのレセプタクル位置は、楕円形または円形断面を有する測定セルを受け
るのに適している請求項４～８のいずれか１項に記載の比濁分析システム。
【請求項１０】
　請求項４～９のいずれか１項に記載の比濁分析システムを含む自動分析デバイス。
【請求項１１】
　さらに、バルク材料として複数の測定セルを受けるための容器と、測定セルを離隔する
ための装置と、比濁分析システムの光学ユニットの少なくとも１つのレセプタクル位置内
にただ１つの測定セルを位置決めするための装置とを含む請求項１０に記載の自動分析デ
バイス。
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